
JP 2010-59668 A 2010.3.18

10

(57)【要約】
【課題】できるかぎり重量の増大を生じさせず、中空形
成部材の浮き上がりを生じさせにくい受け台とする。
【解決手段】床板用型枠１上に中空形成部材２を固定す
るために使用され、前記中空形成部材２の直下に位置す
る底部１１ａから前記中空形成部材２の両側へ伸びてそ
の中空形成部材２の側方に位置する先端部１１ｂへと至
る受け部１１と、前記底部１１ａから下方に伸びる係合
部材１２と、前記係合部材１２の下部を前記床板用型枠
１に固定する固定手段１３と、前記両先端部１１ｂ，１
１ｂ間を結び前記中空形成部材２の上面に当接可能な押
え部材１４とを備えた受け台１０において、前記係合部
材１２と前記受け部１１との間に補強部材１５を設け、
その補強部材１５が、前記中空形成部材２が浮力によっ
て前記床板用型枠１から離れる方向へ浮き上がろうとし
た際に前記受け部１１の変形を抑える機能を有するもの
とした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空スラブ（３）を構築する際に、床板用型枠（１）上に中空形成部材（２）を固定す
るために使用され、前記中空形成部材（２）の直下に位置する底部（１１ａ）から前記中
空形成部材（２）の両側へ伸びて先端部（１１ｂ）へと至る受け部（１１）と、前記底部
（１１ａ）から下方に伸びる係合部材（１２）と、前記係合部材（１２）の下部を前記床
板用型枠（１）に固定する固定手段（１３）とを備えた受け台（１０）において、
　前記係合部材（１２）と前記受け部（１１）との間に補強部材（１５）を設けたことを
特徴とする受け台。
【請求項２】
　前記補強部材（１５）は、前記係合部材（１２）への接続点（１５ａ）から上向きに伸
びて、前記受け部（１１）への接続点（１５ｂ）に至ることを特徴とする請求項１に記載
の受け台。
【請求項３】
　前記補強部材（１５）の前記受け部（１１）への接続点（１５ｂ）は、前記底部（１１
ａ）と前記先端部（１１ｂ）との中間点よりも前記先端部（１１ｂ）側であることを特徴
とする請求項１又は２に記載の受け台。
【請求項４】
　前記受け部（１１）は、前記底部（１１ａ）から前記両先端部（１１ｂ）に至る円弧状
であり、前記補強部材（１５）は、前記受け部（１１）への接続点（１５ｂ）から前記係
合部材（１２）への接続点（１５ａ）に向かって、その受け部（１１）への接続点（１５
ａ）における前記円弧の接線方向に伸びることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに
記載の受け台。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載の受け台（１０）の受け部（１１）に中空形成部材（
２）を配置し、前記受け部（１１）の両先端部（１１ｂ，１１ｂ）間を結び前記中空形成
部材（２）の上面に当接可能な押え部材（１４）により前記中空形成部材（２）を前記受
け部（１１）に固定し、固定手段（１３）により、前記受け部（１１）の底部（１１ａ）
から下方に伸びる係合部材（１２）と床板用型枠（１）とを固定したことを特徴とする中
空形成部材の固定構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、中空スラブ工法において、床板用型枠上に中空形成部材を固定するために
使用する受け台に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＲＣ構造物等に採用される中空スラブ工法は、コンクリートスラブの中に、例えば、中
空部材や軽量部材（以下、「中空形成部材」という。）を埋設することにより、そのコン
クリートスラブの軽量化を図る工法である。
【０００３】
　この中空スラブ工法において、例えば、建築物の各フロアの床板（中空スラブ）３を形
成する際に、図６（ａ）に示すように、建築物の所定位置に床板用型枠１を架設し、その
床板用型枠１上に中空形成部材２を固定する。
【０００４】
　このとき、中空形成部材２は、床板３の下面に露出しないように、その床板用型枠１の
上面から所定距離浮かした状態で動かないように固定する。この固定には、床板用型枠１
と中空形成部材２とを結ぶ受け台１０が用いられる。
【０００５】
　受け台１０は、図６（ａ）に示すように、前記中空形成部材２の直下に位置する底部１
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１ａから前記中空形成部材２の両側へ伸びてその中空形成部材２の側方に位置する先端部
１１ｂへと至る円弧状の受け部１１を備えている。
【０００６】
　また、前記受け部１１には、その底部１１ａから下方に伸びる係合部材１２が設けられ
ている。その係合部材１２の下部は、固定手段１３によって前記床板用型枠１に対して動
かないように固定されている。
【０００７】
　また、前記中空形成部材２を配置した後に、前記両先端部１１ｂ，１１ｂ間を結び、前
記中空形成部材２の上面に当接可能な押え部材１４により、中空形成部材２が、未硬化の
コンクリート中で受ける浮力の作用によって、上方へ移動するのを防止するようになって
いる。
【０００８】
　床板用型枠１上に、これらの中空形成部材２及び必要な鉄筋を配筋し、その上から未硬
化のコンクリートＣを流し込む。このとき、中空形成部材２がコンクリートＣ内に完全に
埋没されるようにする。
　コンクリートＣが固化した後に、床板用型枠１をコンクリートＣの下面から剥離して取
り除くことによって、内部に中空部分を有する軽量化された床板３が構築される（例えば
、特許文献１乃至３参照）。
【０００９】
【特許文献１】実開平４－５５９５１号公報
【特許文献２】特開平９－２０３２０５号公報
【特許文献３】特開２００５－１０５７３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従来の受け台１０によると、図６（ｂ）に実線から鎖線で示すように、未硬化のコンク
リート中で受ける浮力の作用によって受け部１１が変形し、中空形成部材２が上方へ移動
してしまう危惧がある。中空形成部材２は、床板３内において所定の位置に埋設されなけ
ればならない。
【００１１】
　このため、受け台１０は、上記変形が生じないように大型化、大断面化するか、あるい
は、特に、パイプ状の中空形成部材２を用いる場合は、その中空形成部材２の管軸方向に
沿って、複数の前記受け台１０を密に配置しなければならない。
【００１２】
　受け台１０を強固な構造にすること、受け台１０の数を増やすことは、作業工程の増大
、コストアップの要因となるので好ましくない。
【００１３】
　そこで、この発明は、中空形成部材の浮き上がりを生じさせにくい受け台とし、作業工
程の短縮、コストダウンを図ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記の課題を解決するために、この発明は、中空スラブを構築する際に、床板用型枠上
に中空形成部材を固定するために使用され、前記中空形成部材の直下に位置する底部から
前記中空形成部材の両側へ伸びて先端部へと至る受け部と、前記底部から下方に伸びる係
合部材と、前記係合部材の下部を前記床板用型枠に固定する固定手段とを備えた受け台に
おいて、前記係合部材と前記受け部との間に補強部材を設けた構成を採用した。
【００１５】
　係合部材は、床板用型枠と受け部とを結ぶ部材であり、この部材によって受け台全体が
床板用型枠に固定されている。この係合部材から受け部へと補強部材を配置することによ
り、受け部の変形は効率的に阻止される。受け部が変形しようとする力が補強部材を通じ
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て床板用型枠に伝達されやすくなるからである。このため、受け部の部材そのものを大型
化、大断面化することなくその変形を阻止することができる。
　すなわち、できるかぎり重量の増大を生じさせず、中空形成部材の浮き上がりを生じさ
せにくい受け台とすることができる。
【００１６】
　従来の受け台においては、受け部の変形抑制は、その受け部の部材自体の剛性によって
実現しており、このように、係合部材と受け部との間に受け部の変形を抑制する補強部材
を掛け渡す思想は従来の受け台にはなく、この発明の新規な事項である。
【００１７】
　なお、その補強部材は、前記係合部材への接続点から上向きに伸びて、前記受け部への
接続点に至ることが望ましい。補強部材が上向きであることによって、受け部、補強部材
、及び係合部材でトラス構造を形成し、受け部が上方に変形しようとする力に対して効率
的に対抗することができる。
【００１８】
　また、押え部材によって先端部に生じる上向き引張り力に対抗しやすくする観点から、
前記補強部材の前記受け部への接続点は、前記底部と前記先端部との中間点よりも前記先
端部側であることが望ましい。
【００１９】
　さらに、前記受け部は、前記底部から前記両先端部に至る円弧状である場合において、
前記補強部材は、前記受け部への接続点から前記係合部材への接続点に向かって、その受
け部への接続点における前記円弧の接線方向に伸びる構成を採用することができる。
　前記受け部が、前記底部から前記両先端部に至る円弧状である場合には、このように補
強部材を接線方向に設けることが効率的である。
【００２０】
　これらの各構成からなる受け台の受け部に中空形成部材を配置し、前記受け部の両先端
部間を結び前記中空形成部材の上面に当接可能な押え部材により前記中空形成部材を前記
受け部に固定し、固定手段により、前記受け部の底部から下方に伸びる係合部材と床板用
型枠とを固定したことを特徴とする中空形成部材の固定構造を採用することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　この発明は、係合部材と受け部とを結ぶ補強部材を設けたので、中空形成部材の浮き上
がりを生じさせにくい受け台とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　この発明の実施形態を図面に基づいて説明する。受け台１０の基本的な構成は、従来例
と同様である。以下、本願と従来例との差異点である補強部材１５の構成、作用を中心に
述べる。
【００２３】
　この実施形態の受け台１０は、図１に示すように、中空スラブ３の下面を形成するため
の床板用型枠１に固定される。その受け台１０は床板用型枠１上に複数設けられ、その床
板用型枠１上に所定の間隔を隔ててパイプ状の中空形成部材２を水平に保持する機能を有
する。
【００２４】
　受け台１０は、前記中空形成部材２の直下に位置する底部１１ａから前記中空形成部材
２の両側へ伸びてその中空形成部材２の側方に位置する先端部１１ｂへと至る凹状の受け
部１１を備えている。
　その凹状の受け部１１は１本の軸で構成され、その軸は、前記底部１１ａと先端部１１
ｂとの間に円弧状部１１ｃを有している。
【００２５】
　また、前記受け部１１には、その底部１１ａから下方に伸びる係合部材１２が設けられ
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ている。その係合部材１２の下部は前記床板用型枠１を貫通して床板用型枠１の下方に突
出する。この実施形態では、この係合部材１２も１本の軸で構成している。
　その突出部分に形成されたねじ部１３ａにナット１３ｂを締付けることにより、前記床
板用型枠１と係合部材１２とが動かないように固定されている。この実施形態では、ねじ
部１３ａとナット１３ｂとで、固定手段１３を構成している。なお、釘やフックなど他の
固定手段１３を用いても良い。
【００２６】
　また、前記中空形成部材２を配置した後に、前記両先端部１１ｂ，１１ｂ間を結び、前
記中空形成部材２の上面に当接可能な押え部材１４により、中空形成部材２を受け部１１
に固定する。この実施形態では、この押え部材１４は、屈曲自在の針金等で構成されてい
る。
【００２７】
　この押え部材１４は、その両端が、前記受け部１１の先端部１１ｂに設けた係止部１１
ｄに引っ掛けられることにより係止される。この係止により、中空形成部材２は受け部１
１と押え部材１４とで保持されるようになっている。
【００２８】
　また、前記受け部１１には、前記底部１１ａよりもやや先端部１１ｂ側において、対の
脚部１６，１６が設けられている。両脚部１６は、Ｕ字状の軸で構成されており、そのＵ
字状の湾曲部１６ｂが、前記受け部１１に溶接により固定されている。脚部１６の下端１
６ａは床板用型枠１の上面１ａに当接し、受け台１０や中空形成部材２を支えるようにな
っている。
【００２９】
　また、前記係合部材１２と前記受け部１１との間には、両者を結ぶ補強部材１５が設け
られている。
【００３０】
　この補強部材１５は、前記係合部材１２を挟んで両側にそれぞれ設けられ、前記係合部
材１２への接続点１５ａから上向き斜め方向に伸びて、前記受け部１１への接続点１５ｂ
に至る。両接続点１５ａ，１５ｂでは、補強部材１５と係合部材１２、補強部材１５と受
け部１１とが溶接により固定されている。
【００３１】
　その補強部材１５の前記係合部材１２への接続点１５ａは、図１に示すように、係合部
材１２の上端１２ａ（前記底部１１ａへの接続点１２ａ）と前記床板用型枠１の上面１ａ
との間のほぼ中央となっている。
　また、前記補強部材１５の前記受け部１１への接続点１５ｂは、前記受け部１１の前記
底部１１ａと前記先端部１１ｂとの間の中央よりも、やや先端部１１ｂ側となっている。
【００３２】
　この受け台１０の作用について説明すると、上記構成により、床板用型枠１上に受け台
１０を介して中空形成部材２を固定し、さらに必要な鉄筋を配筋した状態で、その上から
未硬化のコンクリートを流し込む。このとき、中空形成部材２がコンクリートＣ内に完全
に埋没されるようにする。
【００３３】
　このとき、未硬化のコンクリートＣ中で、中空形成部材２には浮力が作用する。押え部
材１４は、その浮力によって、中空形成部材２が上方へ移動するのを防止するようになっ
ている。
【００３４】
　また、補強部材１５は、前記受け部１１に、従来例の図６（ｂ）に示すような変形が生
じることを抑える機能を有する。
【００３５】
　すなわち、補強部材１５は、係合部材１２と受け部１１とを掛け渡すように、斜め方向
に設けられている。係合部材１２は、床板用型枠１と受け部１１とを上下方向に結ぶ部材
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であり、この部材によって受け台１０全体が床板用型枠１に固定されている。
【００３６】
　この係合部材１２に対して、受け部１１へと向かう斜め方向の補強部材１５を配置した
ことにより、受け部１１が変形しようとする力（特に、両先端部１１ｂ，１１ｂ間の水平
方向距離が狭まり、押え部材１４の係止部１１ｄ，１１ｄが上方へ移動するような、図６
（ｂ）に示す変形）が、補強部材１５を通じて床板用型枠１に伝達されやすくなる。この
ため、受け部１１に生じる変形は効率的に阻止される。
【００３７】
　また、補強部材１５は、前記係合部材１２への接続点１５ａから前記受け部１１への接
続点１５ｂに至る斜め方向であることも、この変形の阻止に効果的に寄与している。
　さらに、前記補強部材１５の受け部１１への接続点１５ｂが、先端部１１ｂに近い部分
であることによっても、補強部材１５は、押え部材１４によって先端部１１ｂに生じる上
向き引張り力に対抗しやすい構成となっている。前記補強部材１５の受け部１１への接続
点１５ｂは、先端部１１ｂに近いことが望ましい。
【００３８】
　また、その接続点１５ｂが、受け部１１の底部１１ａから先端部１１ｂに至る途中の円
弧状部１１ｃにおいて、その円弧状部１１ｃの前記接続点１５ｂにおける円弧の接線方向
に配置されているので、中空形成部材２と補強部材１５との干渉を防止することができる
。
【００３９】
　他の実施形態を図４（ａ）に示す。前述の実施形態の補強部材１５が直線状の軸であっ
たのに対し、この実施形態は、補強部材１５として湾曲した軸で構成している。補強部材
１５の作用については、前述の実施形態と同様である。
【００４０】
　さらに、他の実施形態を図４（ｂ）に示す。この実施形態は、前記受け部１１の前記底
部１１ａから前記両先端部１１ｂに至る全体が円弧状部１１ｃとなっている構成である。
　補強部材１５は、受け部１１への接続点１５ｂが、前記円弧状部１１ｃの前記接続点１
５ｂにおける円弧の接線方向に配置されている点は同様である。
【００４１】
　さらに、他の実施形態を図５に示す。この実施形態は、補強部材１５の途中に屈曲部を
設けたものである。すなわち、補強部材１５は、前記係合部材１２を挟んで両側にそれぞ
れ設けられ、前記係合部材１２への接続点１５ａから上向き斜め方向に伸びて、その後、
鉛直上向きに屈曲して前記受け部１１への接続点１５ｂに至っている。両接続点１５ａ，
１５ｂで、補強部材１５と係合部材１２、補強部材１５と受け部１１とが溶接により固定
されている点は同様である。
【００４２】
　この構成では、補強部材１５と受け部１１とが、その接続点でほぼ直交する位置関係と
なるため、溶接等の接合作業が容易であるという利点がある。
【００４３】
　なお、補強部材１５と受け部１１との接続点を先端部付近にした場合、補強部材１５が
全長に亘って直線状であると、その補強部材１５の中ほどが受け部１１と交差し、受け部
１１の上方を通過することによって、その補強部材１５の中ほどと前記中空形成部材２と
が干渉しやすい位置関係となる場合がある。しかし、そのような場合においても、補強部
材１５の途中に屈曲部を設けることによって、中空形成部材２との干渉を防ぎながら、係
合部材１２と受け部１１間に補強部材１５を掛け渡しやすくなる。
【００４４】
　これらの実施形態では、中空形成部材２として中空のパイプを採用したが、他の形状、
素材からなる中空形成部材２を採用してもよい。例えば、ブロック状の中空部材、軽量部
材を採用してもよい。軽量部材としては、発泡スチロール等を採用することができる。
　また、受け台１０を構成する前記受け部１１、係合部材１２、補強部材１５、脚部１６



(7) JP 2010-59668 A 2010.3.18

10

20

30

は、この実施形態ではすべて軸で構成したが、軸以外の部材、例えば、板状部材や柱状の
部材、ブロック状の部材等、あるいはそれらの組合わせで構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】一実施形態の正面図
【図２】図１の側面図
【図３】受け台の斜視図
【図４】（ａ）（ｂ）は他の実施形態の正面図
【図５】他の実施形態の正面図
【図６】従来例を示し、（ａ）はコンクリート打設前を示す正面図、（ｂ）はコンクリー
ト打設後を示す正面図
【符号の説明】
【００４６】
１　床板用型枠
１ａ　上面
２　中空形成部材
３　中空スラブ（床板）
１０　受け台
１１　受け部
１１ａ　底部
１１ｂ　先端部
１１ｃ　円弧状部
１１ｄ　係止部
１２　係合部材
１２ａ　接続点
１２ｂ　下部
１２ｃ　係止部
１３　固定手段
１３ａ　ねじ部
１３ｂ　ナット
１４　押え部材
１５　補強部材
１５ａ，１５ｂ　接続点
１６　脚部
１６ａ　下端
１６ｂ　湾曲部
Ｃ　コンクリート
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】
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